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告 示 

 

滋賀県告示第400号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の指定障害福

祉サービス事業者として、次の者を指定した。 

令和７年11月18日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

 

事 業 所 

の 名 称 

事業所の 

所 在 地 
名    称 

主たる事務所 

の 所 在 地 

指定障害福祉 

サービスの種類 
指定年月日 事業所番号 

就労継続支 

援Ｂ型事業 

所ぷらす＋ 

彦根支店 

彦根市平田町 

426－７エクセ 

レンス一番館 

１階 

ＴＡＫＭｅｄ 

ｉｃａｌ株式 

会社 

兵庫県西宮市 

馬場町２番32 

号シンヨコビ 

ル３階 

就労継続支援Ｂ 

型 
令和７.11.１ 2510200922 

イーネット 

ワークまい 

ばら 

米原市下多良 

78－19 

株式会社イー 

ネットビズ 

愛知県豊橋市 

大村町大ノ前 

101 

就労継続支援Ｂ 

型 
令和７.11.１ 2512400264 

  

滋賀県告示第401号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第29条第１項の指定障害福

祉サービス事業者として指定した者のうち、次の者から廃止の届出があった。 

令和７年11月18日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

 

事 業 所 

の 名 称 

事業所の 

所 在 地 
名  称 

主たる事務所 

の 所 在 地 

指定障害福祉 

サービスの種類 
事業所番号 廃止年月日 

就労継続支 

援Ｂ型事業 

所ぷらす＋ 

彦根支店 

彦根市平田町 

426－７エクセ 

レンス一番館 

１階 

株式会社01 

京都府京都市伏 

見区桃山町正宗 

44番地16 

就労継続支援Ｂ

型 
2510200831 令和７.10.31 
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滋賀県告示第402号 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和44年法律第57号）第３条第１項の規定により、急傾斜地崩壊

危険区域を次のとおり指定する。 

令和７年11月18日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 区域の名称 山上３号 

２ 区域の表示 次に掲げる地区の土地にある標柱１号から11号までを順次結んだ線および標柱１号と11号を結んだ

線に囲まれた区域 

市 町 大 字 字 地 番 標柱番号 

東近江市 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

 山上町 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

前野 

金剛童子 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

前野 

〃 

〃 

〃 

1144 

1141 

〃 

1140 

1133－２ 

1135 

1133－２ 

1162 

〃 

1149 

1148 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

10 

11 

 

公 告 

 

県営土地改良事業計画の変更後の概要公告 

県営横波地区土地改良事業（経営体育成基盤整備事業）につき、土地改良事業計画を変更したいので、土地改良法

（昭和24年法律第195号）第88条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

令和７年11月18日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 公告書類 県営横波地区土地改良事業（経営体育成基盤整備事業）変更計画概要書 

２ 公告期間 令和７年11月18日から令和７年11月26日まで 

３ 掲示場所 長浜市産業観光部田園整備課および長浜市産業観光部北部産業振興課  

なお、滋賀県のウェブサイト（https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/nougyou/nouchiseibi/34 

7095.html）でも閲覧することができる。 

 

公共測量実施公告 

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、大津市長 佐藤 健司か

ら公共測量の実施について次のとおり通知があった。 

令和７年11月18日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 作業の種類 公共測量（基準点測量） 

２ 作業の地域 大津市伊香立下在地町 

３ 作業の期間 令和７年11月５日から令和７年11月28日まで 

 

発行人・発行所 滋 賀 県 大津市京町四丁目１番１号 


